
松本市告示第５２２号 

松本市地域クラブ創設支援補助金交付要綱を次のように定める。 

 令和６年８月３０日 

 

                              松本市長 臥雲 義尚 

 

   松本市地域クラブ創設支援補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地域クラブの創設に当たり必要となる経費に対し、予算の範囲内で補助

金を交付することについて、松本市補助金交付規則（昭和３７年規則第１６号）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、地域クラブとは、児童、生徒等に対してスポーツ又は文化芸術の

活動の場を提供する団体をいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる地域クラブ（以下「交付対象者」という。）は、次

の要件を満たすものとする。 

 ⑴ 市内に所在する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第 1条に規定する中学校（松本

市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校を含む。）の生徒であって、市内に居住している

生徒（以下「市内中学生」という。）を５人以上受け入れていること。 

⑵ 市内に主な活動場所があること。 

⑶ 参加を希望する市内中学生の全てを受け入れること。 

⑷ 長野県中学生期のスポーツ・文化芸術活動指針（令和６年３月長野県教育委員会策定）

及び長野県地域クラブ活動推進ガイドライン（令和６年３月長野県教育委員会策定）に準

拠して活動していること。 

⑸ 週１回以上活動していること。 

⑹ 指導者、参加者等が、活動中に生じた負傷、事故等を補償する保険に加入していること。 

⑺ 大会、コンクール等への参加その他の活動の成果を発表する機会を設けていること。 

⑻ 代表者及び指導者が、市が主催する指導者研修会を年１回以上受講すること。 

⑼ 市が実施する部活動地域移行に関する取組みに積極的に協力すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、交付対象者となることができない。 

⑴ 政治活動又は宗教活動を主な目的としているもの 

⑵ 活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するもの 

⑶ 松本市暴力団排除条例(平成２４年条例第３号)第２条第２号に規定する暴力団及び同

条例第６条第１項に規定する暴力団関係者が関与しているもの 

⑷ その他市長が適当でないと認めるもの 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。 



対象経費 補助金額 

指導者等の謝礼、交通費等費用弁償に要する

経費、保険の加入に要する経費、備品の購入に

要する経費、会場の使用に要する経費、参加者

の募集に要する経費その他市長が必要と認め

る経費 

補助対象経費の１０分の１０以内の

額とし、１００，０００円を上限とす

る。ただし、２回目の申請にあって

は、５０，０００円を限度とする。 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、松本市地域クラブ創

設支援補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するもの

とする。 

 ⑴ 地域クラブ規約 

⑵ 地域クラブ活動計画書  

⑶ 地域クラブ収支予算書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付申請は、同一年度内に１団体１回限りとし、１交付対象者につき通算２回ま

で申請できるものとする。 

 （交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と

認めたときは、松本市地域クラブ創設支援補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申

請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、必要と認めるときは、

交付決定額の５割以内において補助金の概算払をすることができる。ただし、特別の事情が

あり、地域クラブ活動の運営のために特に必要があるものについては、交付すべき補助金の

５割を超えて概算払をすることができる。 

 （変更申請等） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、第５条の規定による

申請の内容を変更し、又は地域クラブ活動を中止しようとするときは、速やかに松本市地域

クラブ創設支援補助金交付変更（中止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認め

たときは、松本市地域クラブ創設支援補助金交付変更（中止）承認通知書（様式第４号）に

より交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 交付決定者は、当該年度の地域クラブ活動終了後から起算して３０日を経過した日又

は翌年度の４月１０日までのいずれか早い日までに、松本市地域クラブ創設支援補助金実績

報告書（様式第５号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 地域クラブ活動報告書 

 ⑵ 地域クラブ収支決算書 

 ⑶ 領収書の写し（領収書の写しのないものは、その金額、相手方及び理由を記載した書類） 



 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

 （補助金額の確定） 

第９条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査

し、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、松本市地域クラブ創設支援補助金

確定通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するものとする。 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１０条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付

決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返

還を命ずることができる。 

 ⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

 ⑵ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定及び補助額の確定を受けたとき。 

 ⑶ その他市長が不適当と認める行為があったとき。 

 （補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

この告示は、令和６年９月１日から施行し、令和６年４月１日以後に生じた経費について

適用する。 


